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2026 年 3 月 2 日 
各 位 

 
北海道旭川市 4 条通 8 丁目 

旭川信用金庫      
 

定期性預金中途解約利率変更に伴う預金規定改定のお知らせ 
 
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
当金庫は、2026 年 6 月 1 日より一部定期預金および定期積金の中途解約利率を変更する

のに伴い、各種預金規定を改定いたします。改定後の新規定は、改定前よりお取引いただい

ているお客さまにも適用されますので、改定する規定および改定の内容をお知らせいたし

ます。 
 

記 
1．改定する規定は下記のとおりです。 
（1）期日指定定期預金規定 
（2）自動継続期日指定定期預金規定 
（3）自由金利型定期預金（M 型）規定 
（4）自動継続自由金利型定期預金（M 型）規定 
（5）変動金利定期預金規定 
（6）自動継続変動金利定期預金規定 
（7）定期積金規定 
（8）財産形成期日指定定期預金規定 
（9）財産形成住宅預金規定 
（10）財産形成年金預金規定 
 
2．主な改定の内容は下記のとおりです。 
（1）期日指定定期預金を預入日（または書替継続日）から 6 か月未満で解約する場合の利

息を下記のとおり変更いたします。 
期日指定定期預金規定（これ以外の規定も同様に改定します） 

変更後 変更前 
2．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。（削除））によって 1 年複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

 

 

① 6 か月未満            2 年以上利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満      2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満   2 年以上利率×50% 

2．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。また、解約日における普通預金の利率を

下回る場合は、その普通預金の利率とします。）によっ

て 1 年複利の方法で計算し、この預金とともに支払いま

す。 

① 6 か月未満    解約日における普通預金の利率 

② 6 か月以上1 年未満      2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満   2 年以上利率×50% 
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変更後 変更前 
④ 1 年6 か月以上2 年未満   2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満   2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満   2 年以上利率×90% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満   2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満   2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満   2 年以上利率×90% 

改定する規定は下記のとおりです。 
期日指定定期預金規定 自動継続期日指定定期預金規定 
財産形成期日指定定期預金規定 財産形成住宅預金規定 

 
（2）自由金利型定期預金（M 型）を預入日（または書替継続日）から 6 か月未満で解約す

る場合の利息を下記のとおり変更いたします。 
自由金利型（M 型）定期預金規定（これ以外の規定も同様に改定します） 

変更後 変更前 
1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。（削除））に

よって計算し、この預金とともに支払います。 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 ヶ月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満           約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満       約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満           約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×15% 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。また、解約

日における普通預金の利率を下回る場合は、その普通

預金の利率とします。）によって計算し、この預金ととも

に支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 ヶ月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満           約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満       約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満           約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×15% 
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変更後 変更前 
エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×25% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満           約定利率×30%  

ク．4 年以上5 年未満           約定利率×35% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×25% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満           約定利率×30%  

ク．4 年以上5 年未満           約定利率×35% 

改定する規定は下記のとおりです。 
自由金利型定期預金（M 型）規定 自動継続自由金利型定期預金（M 型）規定 

 
（3）変動金利定期預金を預入日（または書替継続日）から 6 か月未満で解約する場合の利

息を下記のとおり変更いたします。 
変動金利定期預金規定（これ以外の規定も同様に改定します） 

変更後 変更前 
Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日の 6 か月後の応当日の前日までに解約する

場合には、預入日から解約日の前日までの日数およ

び約定利率の 10％（小数点第 4 位以下は切り捨てま

す。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。（削除））によって計算した金額ならびに解約日ま

でに経過した最後の中間利払日から解約日の前日ま

での日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第

4 位以下は切り捨てます。（削除））によって計算した金

額の合計額を、この預金とともに支払います。 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満      約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満   約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満   約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満   約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満   約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日の 6 か月後の応当日の前日までに解約する

場合には、預入日から解約日の前日までの日数およ

び解約日における普通預金の利率によって計算し、こ

の預金とともに支払います。 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。また、解約日における普通預金の利率を下回る

場合は、その普通預金の利率とします。）によって計算

した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利

払日から解約日の前日までの日数および次の預入期

間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ま

た、解約日における普通預金の利率を下回る場合は、

その普通預金の利率とします。）によって計算した金額

の合計額を、この預金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満      約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満   約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満   約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満   約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満   約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 
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変更後 変更前 
（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数およ

び次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り

捨てます。（削除））によって 6 か月複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

 

① 6 か月未満                  約定利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数およ

び次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り

捨てます。また、解約日における普通預金の利率を下回

る場合は、その普通預金の利率とします。）によって6か

月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 

① 6 か月未満     解約日における普通預金利率 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

改定する規定は下記のとおりです。 
変動金利定期預金規定 自動継続変動金利定期預金規定 

 
（4）定期積金を満期日前に解約する場合の利息を下記のとおり変更いたします。 
定期積金規定 

変更後 変更前 
5．（給付補填金等の計算） 

（1）（省略） 

（2）約定どおり払い込みが行われなかったときは、次によ

り利息相当額を計算します。 

① この積金の契約期間中に証書または通帳記載の掛

金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日

（解約日が満期日の翌日以降の場合は解約日の前日）

までの期間について、次の③の利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算し、この積金の掛金

残高相当額とともに支払います。 

② この積金を第10 条第1 項により満期日前に解約する

とき、または第 10 条第 4 項もしくは第 5 項の規定によ

り解約するときは、払込日から解約日の前日までの期

間について、次の③の利率（小数点第 4 位以下は切り

捨てます。）によって計算し、この積金の掛金残高相当

額とともに支払います。 

③ 前各号の期間に応じた計算は、初回払込日からの次

の期間に応じた利率によります。 

ア．契約期間が 6 か月以上3 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

B．6 か月以上1 年未満   年利率（利回り）×20％ 

C．1 年以上3 年未満     年利率（利回り）×30％ 

イ．契約期間が 3 年以上4 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

B．6か月以上1年未満    年利率（利回り）×15％ 

C．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×20％ 

D．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×25％ 

E．2年以上2年6か月未満 年利率（利回り）×30％ 

F．2年6か月以上4年未満 年利率（利回り）×35％ 

ウ．契約期間が 4 年以上5 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

5．（給付補填金等の計算） 

（1）（省略） 

（2）約定どおり払い込みが行われなかったときは、次によ

り利息相当額を計算します。 

① この積金の契約期間中に証書または通帳記載の掛

金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日

（解約日が満期日の翌日以降の場合は解約日の前日）

までの期間について、解約日における普通預金利率に

よって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支

払います。 

② この積金を第10 条第1 項により満期日前に解約する

とき、または第 10 条第 4 項もしくは第 5 項の規定によ

り解約するときは、払込日から解約日の前日までの期

間について、解約日における普通預金利率によって計

算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。 

 

（追加） 
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変更後 変更前 
B．6か月以上1年未満    年利率（利回り）×15％ 

C．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×20％ 

D．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×25％ 

E．2年以上3年未満        年利率（利回り）×30％ 

F．3年以上4年未満        年利率（利回り）×35％ 

エ．契約期間が 5 年のもの 

A．1 年未満           年利率（利回り）×10％ 

B．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×15％ 

C．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×20％ 

D．2年以上3年未満        年利率（利回り）×25％ 

E．3年以上4年未満        年利率（利回り）×30％ 

F．4年以上5年未満        年利率（利回り）×35％ 

改定する規定は下記のとおりです。 
定期積金規定  

 
（5）財産形成年金預金を預入日（または書替継続日）から 6 か月未満で解約する場合の利

息を下記のとおり変更いたします。 
財産形成年金預金規定 

変更後 変更前 
4．（利息） 

（1）この預金の利息は、次のとおり計算します。 

① （省略） 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）

の場合 

預入金額ごとの約定日数について、預入日における

当金庫所定の利率によって計算します。 

③ （省略） 

(2) （省略） 

(3）この預金を第 7 条第 1 項により満期日前に解約する場

合、または第 7 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は次のとおり計算し、この預

金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続したときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期

間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。）

によって 1 年複利の方法により計算します。 

ア．6 か月未満                  2 年以上利率×10% 

イ．6か月以上1年未満        2年以上利率×40% 

ウ．1年以上1年6か月未満     2年以上利率×50% 

エ．1年6か月以上2年未満     2年以上利率×60% 

オ．2年以上2年6か月未満     2年以上利率×70% 

カ．2年6か月以上3年未満     2年以上利率×90% 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）

の場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算します。 

ア．6 か月未満         上記（1）②の適用利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満  上記（1）②の適用利率×50% 

4．（利息） 

（1）この預金の利息は、次のとおり計算します。 

① （省略） 

② 預入金額ごとの預金が定期預金の場合 

 

預入金額ごとの約定日数について、預入日における

当金庫所定の利率によって計算します。 

③ （省略） 

(2) （省略） 

(3）この預金を第 7 条第 1 項により満期日前に解約する場

合、または第 7 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は次のとおり計算し、この預

金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続したときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期

間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。）

によって 1 年複利の方法により計算します。 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6か月以上1年未満        2年以上利率×40% 

ウ．1年以上1年6か月未満     2年以上利率×50% 

エ．1年6か月以上2年未満     2年以上利率×60% 

オ．2年以上2年6か月未満     2年以上利率×70% 

カ．2年6か月以上3年未満     2年以上利率×90% 

② 預入金額ごとの預金が定期預金の場合 

 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算します。 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満  上記（1）②の適用利率×50% 

改定する規定は下記のとおりです。 
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財産形成年金預金規定  
3．改定する規定の新旧対照表は次ページ以降をご覧ください。  
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変更後 変更前 

期日指定定期預金規定 

1．（省略） 

2．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。（削除））によって 1 年複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

 

 

① 6 か月未満            2 年以上利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満      2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満   2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満   2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満   2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満   2 年以上利率×90% 

（4）（省略） 

3．～4．（省略） 

期日指定定期預金規定 

1．（省略） 

2．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。また、解約日における普通預金の利率を

下回る場合は、その普通預金の利率とします。）によっ

て 1 年複利の方法で計算し、この預金とともに支払いま

す。 

① 6 か月未満    解約日における普通預金の利率 

② 6 か月以上1 年未満      2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満   2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満   2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満   2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満   2 年以上利率×90% 

（4）（省略） 

3．～4．（省略） 

自動継続期日指定定期預金規定 

1．～2．（省略） 

3．（利息） 

（1）～（4）（省略） 

（5）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日）か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。（削除））に

よって 1 年複利の方法で計算し、この預金とともに支払

います。 

 

① 6 か月未満                  2 年以上利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（6）（省略） 

4．～5．（省略） 

自動継続期日指定定期預金規定 

1．～2．（省略） 

3．（利息） 

（1）～（4）（省略） 

（5）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日）か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。また、解約

日における普通預金の利率を下回る場合は、その普通

預金の利率とします。）によって 1 年複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

① 6か月未満      解約日における普通預金の利率 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（6）（省略） 

4．～5．（省略） 

自由金利型定期預金（M 型）規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。（削除））に

自由金利型定期預金（M 型）規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。また、解約
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変更後 変更前 

よって計算し、この預金とともに支払います。 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 ヶ月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満           約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満       約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満           約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                      約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×15% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×25% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満           約定利率×30%  

ク．4 年以上5 年未満           約定利率×35% 

（4）（省略） 

2．（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。（削除））によって 6 か月複利の方法で計

算し、この預金とともに支払います。 

 

 

① 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

日における普通預金の利率を下回る場合は、その普通

預金の利率とします。）によって計算し、この預金ととも

に支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 ヶ月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満           約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満       約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×20% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満           約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満          約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満       約定利率×15% 

エ．1年6ヵ月以上2年未満        約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満       約定利率×25% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満       約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満           約定利率×30%  

ク．4 年以上5 年未満           約定利率×35% 

（4）（省略） 

2．（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数につ

いて次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は

切り捨てます。また、解約日における普通預金の利率を

下回る場合は、その普通預金の利率とします。）によっ

て 6 か月複利の方法で計算し、この預金とともに支払い

ます。 

① 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 
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変更後 変更前 

上記Ⅱ1．（3）②と同じ 

② 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（3）③と同じ 

③ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（3）④と同じ 

（4）（省略） 

上記Ⅱ1．（3）②と同じ 

② 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（3）③と同じ 

③ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（3）④と同じ 

（4）（省略） 

自動継続自由金利型定期預金（M 型）規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（3）（省略） 

（4）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日

（継続したときは最後の継続日。以下同じ。）から解約日

の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率

（小数点第4 位以下は切り捨てます。（削除））によって計

算し、この預金とともに支払います。 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満      約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満       約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×20% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満    約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×20% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満    約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満       約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満                  約定利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×15% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×25% 

自動継続自由金利型定期預金（M 型）規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（3）（省略） 

（4）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、預入日

（継続したときは最後の継続日。以下同じ。）から解約日

の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率

（小数点第 4 位以下は切り捨てます。また、解約日にお

ける普通預金の利率を下回る場合は、その普通預金の

利率とします。）によって計算し、この預金とともに支払

います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

① 預入日の 1 か月後の応当日から預入日の 3 年後の

応当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満   解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満      約定利率×20% 

ウ．1 年以上3 年未満       約定利率×30% 

② 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満   解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×20% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上4 年未満    約定利率×35% 

③ 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満   解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×15% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×20% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×25% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×30% 

カ．2 年6 か月以上3 年未満    約定利率×30% 

キ．3 年以上5 年未満       約定利率×35% 

④ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

ア．6 か月未満   解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満       約定利率×10% 

ウ．1 年以上1 年6 か月未満    約定利率×15% 

エ．1 年6 か月以上2 年未満    約定利率×20% 

オ．2 年以上2 年6 か月未満    約定利率×25% 
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変更後 変更前 

カ．2 年6 か月以上3 年未満    約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満        約定利率×30% 

ク．4 年以上5 年未満        約定利率×35% 

（5）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日）か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。（削除））に

よって 6 か月複利の方法で計算し、この預金とともに支

払います。 

 

① 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）②と同じ 

② 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）③と同じ  

③ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）④と同じ 

（4）（省略） 

カ．2 年6 か月以上3 年未満    約定利率×25% 

キ．3 年以上4 年未満        約定利率×30% 

ク．4 年以上5 年未満        約定利率×35% 

（5）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日）か

ら解約日の前日までの日数について次の預入期間に応

じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。また、解約

日における普通預金の利率を下回る場合は、その普通

預金の利率とします。）によって 6 か月複利の方法で計

算し、この預金とともに支払います。 

① 預入日の 3 年後の応当日から預入日の 4 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）②と同じ 

② 預入日の 4 年後の応当日から預入日の 5 年後の応

当日の前日までの日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）③と同じ  

③ 預入日の 5 年後の応当日を満期日とした場合 

上記Ⅱ1．（4）④と同じ 

（4）（省略） 

変動金利定期預金規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日の 6 か月後の応当日の前日までに解約する

場合には、預入日から解約日の前日までの日数およ

び約定利率の 10％（小数点第 4 位以下は切り捨てま

す。）によって計算し、この預金とともに支払います。 

 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。（削除））によって計算した金額ならびに解約日ま

でに経過した最後の中間利払日から解約日の前日ま

での日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第

4 位以下は切り捨てます。（削除））によって計算した金

額の合計額を、この預金とともに支払います。 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

変動金利定期預金規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日の 6 か月後の応当日の前日までに解約する

場合には、預入日から解約日の前日までの日数およ

び解約日における普通預金の利率によって計算し、こ

の預金とともに支払います。 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。また、解約日における普通預金の利率を下回る

場合は、その普通預金の利率とします。）によって計算

した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利

払日から解約日の前日までの日数および次の預入期

間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ま

た、解約日における普通預金の利率を下回る場合は、

その普通預金の利率とします。）によって計算した金額

の合計額を、この預金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 
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変更後 変更前 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満       約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満      約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満   約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満   約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満   約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満   約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数およ

び次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り

捨てます。（削除））によって 6 か月複利の方法で計算

し、この預金とともに支払います。 

 

① 6 か月未満                  約定利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

（4）（省略） 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満       約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満      約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満   約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満   約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満   約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満   約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日から解約日の前日までの日数およ

び次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り

捨てます。また、解約日における普通預金の利率を下回

る場合は、その普通預金の利率とします。）によって6か

月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 

① 6 か月未満     解約日における普通預金利率 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

（4）（省略） 

自動継続変動金利定期預金規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日（継続したときは最後の継続日。以下同じ。）

の 6 か月後の応当日の前日までに解約する場合に

は、預入日から解約日の前日までの日数および約定

利率の 10％（小数点第 4 位以下は切り捨てます。）に

よって計算し、この預金とともに支払います。 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。（削除））によって計算した金額ならびに解約日ま

でに経過した最後の中間利払日から解約日の前日ま

での日数および次の預入期間に応じた利率（小数点第

4 位以下は切り捨てます。（削除））によって計算した金

額の合計額を、この預金とともに支払います。 

 

自動継続変動金利定期預金規定 

Ⅰ （省略） 

Ⅱ 単利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息（以下「期限前解約利息」という。）は、次のとお

り支払います。 

① 預入日（継続したときは最後の継続日。以下同じ。）

の 6 か月後の応当日の前日までに解約する場合に

は、預入日から解約日の前日までの日数および解約

日における普通預金の利率によって計算し、この預金

とともに支払います。 

② 預入日の 6 か月後の応当日以後に解約する場合に

は、解約日までに経過した各中間利払日数および次の

預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨て

ます。また、解約日における普通預金の利率を下回る

場合は、その普通預金の利率とします。）によって計算

した金額ならびに解約日までに経過した最後の中間利

払日から解約日の前日までの日数および次の預入期

間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨てます。ま

た、解約日における普通預金の利率を下回る場合は、
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変更後 変更前 

 

 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満       約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満  約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満  約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満  約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満  約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日。以

下同じ。）から解約日の前日までの日数および次の預入

期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。

（削除））によって 6 か月複利の方法で計算し、この預金

とともに支払います。 

 

① 6 か月未満                 約定利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

（4）（省略） 

その普通預金の利率とします。）によって計算した金額

の合計額を、この預金とともに支払います。 

ただし、中間払利息が支払われている場合には、そ

の支払額（中間利払日が複数ある場合は各中間払利息

の合計額）と期限前解約利息との差額を清算します。 

ア．預入日の 1 年後の応当日または預入日の 2 年後の

応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×50% 

（イ）1 年以上3 年未満       約定利率×70% 

イ．預入日の 3 年後の応当日を満期日とした場合 

（ア）6 か月以上1 年未満     約定利率×40% 

（イ）1 年以上1 年6 か月未満  約定利率×50% 

（ウ）1 年6 か月以上2 年未満  約定利率×60% 

（エ）2 年以上2 年6 か月未満  約定利率×70% 

（オ）2 年6 か月以上3 年未満  約定利率×90% 

（4）（省略） 

Ⅲ 複利型規定 

1．（利息） 

（1）～（2）（省略） 

（3）この預金を定期預金共通規定第 6 条第 1 項により満期

日前に解約する場合、または定期預金共通規定第 6 条

第 5 項もしくは第 6 項の規定により解約する場合には、

その利息は、預入日（継続したときは最後の継続日。以

下同じ。）から解約日の前日までの日数および次の預入

期間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。

また、解約日における普通預金の利率を下回る場合

は、その普通預金の利率とします。）によって 6 か月複

利の方法で計算し、この預金とともに支払います。 

① 6 か月未満     解約日における普通預金利率 

② 6 か月以上1 年未満        約定利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     約定利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     約定利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     約定利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     約定利率×90% 

（4）（省略） 

定期積金規定 

1．～4．（省略） 

5．（給付補填金等の計算） 

（1）（省略） 

（2）約定どおり払い込みが行われなかったときは、次によ

り利息相当額を計算します。 

① この積金の契約期間中に証書または通帳記載の掛

金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日

（解約日が満期日の翌日以降の場合は解約日の前日）

までの期間について、次の③の利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算し、この積金の掛金

残高相当額とともに支払います。 

② この積金を第10 条第1 項により満期日前に解約する

とき、または第 10 条第 4 項もしくは第 5 項の規定によ

り解約するときは、払込日から解約日の前日までの期

間について、次の③の利率（小数点第 4 位以下は切り

捨てます。）によって計算し、この積金の掛金残高相当

額とともに支払います。 

定期積金規定 

1．～4．（省略） 

5．（給付補填金等の計算） 

（1）（省略） 

（2）約定どおり払い込みが行われなかったときは、次によ

り利息相当額を計算します。 

① この積金の契約期間中に証書または通帳記載の掛

金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日

（解約日が満期日の翌日以降の場合は解約日の前日）

までの期間について、解約日における普通預金利率に

よって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支

払います。 

② この積金を第10 条第1 項により満期日前に解約する

とき、または第 10 条第 4 項もしくは第 5 項の規定によ

り解約するときは、払込日から解約日の前日までの期

間について、解約日における普通預金利率によって計

算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。 
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変更後 変更前 

③ 前各号の期間に応じた計算は、初回払込日からの次

の期間に応じた利率によります。 

ア．契約期間が 6 か月以上3 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

B．6か月以上1年未満    年利率（利回り）×20％ 

C．1 年以上3 年未満     年利率（利回り）×30％ 

イ．契約期間が 3 年以上4 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

B．6か月以上1年未満    年利率（利回り）×15％ 

C．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×20％ 

D．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×25％ 

E．2年以上2年6か月未満 年利率（利回り）×30％ 

F．2年6か月以上4年未満 年利率（利回り）×35％ 

ウ．契約期間が 4 年以上5 年未満のもの 

A．6 か月未満         年利率（利回り）×10％ 

B．6か月以上1年未満    年利率（利回り）×15％ 

C．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×20％ 

D．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×25％ 

E．2年以上3年未満        年利率（利回り）×30％ 

F．3年以上4年未満        年利率（利回り）×35％ 

エ．契約期間が 5 年のもの 

A．1 年未満           年利率（利回り）×10％ 

B．1年以上1年6か月未満 年利率（利回り）×15％ 

C．1年6か月以上2年未満 年利率（利回り）×20％ 

D．2年以上3年未満        年利率（利回り）×25％ 

E．3年以上4年未満        年利率（利回り）×30％ 

F．4年以上5年未満        年利率（利回り）×35％ 

④ （省略） 

6．～19．（省略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ （省略） 

6．～19．（省略） 

財産形成期日指定定期預金規定 

1．～4．（省略） 

5．（利息） 

（1）～（3）（省略） 

（4）この預金を第8 条第1 項により満期日前に解約する場

合、または第 8 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は、預入日（継続したときは

最後の継続日）から解約日の前日までの日数について

次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨

てます。）によって 1 年複利の方法により計算し、この預

金とともに支払います。 

① 6 か月未満                 2 年以上利率×10％ 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（5）（省略） 

6．～15．（省略） 

なお、第14 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

財産形成期日指定定期預金規定 

1．～4．（省略） 

5．（利息） 

（1）～（3）（省略） 

（4）この預金を第8 条第1 項により満期日前に解約する場

合、または第 8 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は、預入日（継続したときは

最後の継続日）から解約日の前日までの日数について

次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以下は切り捨

てます。）によって 1 年複利の方法により計算し、この預

金とともに支払います。 

① 6か月未満      解約日における普通預金の利率 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（5）（省略） 

6．～15．（省略） 

なお、第14 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

財産形成住宅預金規定 

1．～3．（省略） 

4．（利息） 

（1）～（3）（省略） 

財産形成住宅預金規定 

1．～3．（省略） 

4．（利息） 

（1）～（3）（省略） 
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変更後 変更前 

（4）この預金を第7 条第1 項により満期日前に解約する場

合、または第7 条第3 項または第4 項もしくは第5 項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日（継

続したときは最後の継続日）から解約日の前日までの日

数について次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以

下は切り捨てます。）によって1 年複利の方法で計算し、

この預金とともに支払います。 

① 6 か月未満                  2 年以上利率×10% 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（5）（省略） 

5．～19．（省略） 

なお、第18 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

（4）この預金を第7 条第1 項により満期日前に解約する場

合、または第7 条第3 項または第4 項もしくは第5 項の

規定により解約する場合には、その利息は、預入日（継

続したときは最後の継続日）から解約日の前日までの日

数について次の預入期間に応じた利率（小数点第4位以

下は切り捨てます。）によって1 年複利の方法で計算し、

この預金とともに支払います。 

① 6か月未満      解約日における普通預金の利率 

② 6 か月以上1 年未満        2 年以上利率×40% 

③ 1 年以上1 年6 か月未満     2 年以上利率×50% 

④ 1 年6 か月以上2 年未満     2 年以上利率×60% 

⑤ 2 年以上2 年6 か月未満     2 年以上利率×70% 

⑥ 2 年6 か月以上3 年未満     2 年以上利率×90% 

（5）（省略） 

5．～19．（省略） 

なお、第18 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

財産形成年金預金規定 

1．～3．（省略） 

4．（利息） 

（1）この預金の利息は、次のとおり計算します。 

① （省略） 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）

の場合 

預入金額ごとの約定日数について、預入日における

当金庫所定の利率によって計算します。 

③ （省略） 

(2) （省略） 

(3）この預金を第 7 条第 1 項により満期日前に解約する場

合、または第 7 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は次のとおり計算し、この預

金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続したときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期

間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。）

によって 1 年複利の方法により計算します。 

ア．6 か月未満                  2 年以上利率×10% 

イ．6か月以上1年未満        2年以上利率×40% 

ウ．1年以上1年6か月未満     2年以上利率×50% 

エ．1年6か月以上2年未満     2年以上利率×60% 

オ．2年以上2年6か月未満     2年以上利率×70% 

カ．2年6か月以上3年未満     2年以上利率×90% 

② 預入金額ごとの預金が自由金利型定期預金（Ｍ型）

の場合 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算します。 

ア．6 か月未満         上記（1）②の適用利率×10% 

イ．6 か月以上1 年未満  上記（1）②の適用利率×50% 

（4）（省略） 

5．～20．（省略） 

なお、第19 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

財産形成年金預金規定 

1．～3．（省略） 

4．（利息） 

（1）この預金の利息は、次のとおり計算します。 

① （省略） 

② 預入金額ごとの預金が定期預金の場合 

 

預入金額ごとの約定日数について、預入日における

当金庫所定の利率によって計算します。 

③ （省略） 

(2) （省略） 

(3）この預金を第 7 条第 1 項により満期日前に解約する場

合、または第 7 条第 4 項もしくは第 5 項の規定により解

約する場合には、その利息は次のとおり計算し、この預

金とともに支払います。 

① 預入金額ごとの預金が期日指定定期預金の場合 

預入金額ごとに預入日（継続したときは最後の継続

日）から解約日の前日までの日数について次の預入期

間に応じた利率（小数点第 4 位以下は切り捨てます。）

によって 1 年複利の方法により計算します。 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6か月以上1年未満        2年以上利率×40% 

ウ．1年以上1年6か月未満     2年以上利率×50% 

エ．1年6か月以上2年未満     2年以上利率×60% 

オ．2年以上2年6か月未満     2年以上利率×70% 

カ．2年6か月以上3年未満     2年以上利率×90% 

② 預入金額ごとの預金が定期預金の場合 

 

預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数

について次の預入期間に応じた利率（小数点第 4 位以

下は切り捨てます。）によって計算します。 

ア．6 か月未満     解約日における普通預金の利率 

イ．6 か月以上1 年未満  上記（1）②の適用利率×50% 

（4）（省略） 

5．～20．（省略） 

なお、第19 条にいう預金者の重大な過失（以下略） 

 


